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日本学術会議は 

どのように審議したか？ 
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2016.5.20  幹事会、「安全保障と学術に関する検討委員会」 

                   （委員15名）を設置 

2016.6.24  第１回会議 役員の選出（杉田敦委員長） 

2016.7.28  第２回会議 論点整理 

2016.8.24  第３回会議  ～ 2016.12.16  第７回会議 

       委員および参考人による意見表明・質疑 

 

  11.18  第６回会議 
   ＊安全保障技術研究推進制度について（防衛装備庁） 

   ＊防衛省資金の問題点について（池内了氏） 

     → 12.22 防衛装備庁「お知らせ」 
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（お知らせ） 

28.12.22  

防衛装備庁 

  

安全保障技術研究推進制度の運営について 

 

日本学術会議「安全保障と学術に関する検討委員会（第23期・第６回）
（平成28年11月18日）」における当庁の説明に対する質疑を踏まえ、
平成29年度の安全保障技術研究推進制度に係る公募要領、契約書及び委
託契約事務処理要領において、次の点を明記することとしましたので、お
知らせします。なお、併せて当庁ホームページにおいても公表します。 
 

 １．受託者による研究成果の公表を制限することはない。 

 ２．特定秘密を始めとする秘密を受託者に提供することはない。 

 ３．研究成果を特定秘密を始めとする秘密に指定することはない。 

（以上） 
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2017.1.16  第8回会議  
       委員長メモに対する各委員のコメントを踏ま 

       えた「中間とりまとめ」案の審議 

2017.2.  4  第9回会議および学術フォーラム 

2017.2.15  第10回会議 

       「中間とりまとめ」の採択 

2017.3.  7  第11回会議 「声明」案・「報告」案の決定 

       「中間とりまとめ」→「報告」 
       「中間とりまとめ」のエッセンス→「声明」 

2017.3.23  査読委員による査読を踏まえた検討委員会最終 

       案の確定 

2017.3.24  幹事会による「声明」のほぼ原案どおりの採択 

2017.4.13  幹事会による「報告」の採択（予定） 

2017.4.14  総会における検討委員会審議報告（予定） 

        5 



①会議を公開した（学術会議の一般原則）だけではなく、詳  

 細な議事録、配布資料（学術会議内外からの意見、新聞記 

 事等を含む）をウェブサイトにおいて公表した。 

②検討委員会設置の前にも後にも、総会・部会でも審議した。 
  2015.8 第一部部会、2015.10 総会、2016.4 総会・各部部会   

  2016.8 各部部会 2016.10 総会 

③審議の実質はすべて検討委員会委員によって担われ、事務 

 局（内閣府）は技術的サポートを行なったにとどまる。た 

 だし、特別に委嘱された学術調査員が、アメリカにおける 

 動向の調査を中心に有益な役割をはたした。 

④検討委員会設置の段階では、文字どおり、先取りされた結論 

 はいっさい存在せず、意思表明の形式や決定機関を含め、す 

 べてが審議の結果次第だった。 
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「2017年声明」の検討 
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 「軍事的安全保障研究に関する声明 」の構成 
 

(1)1950年声明、1967年声明の「継承」とその視点 

(2)「軍事的安全保障研究」の基本的問題点 

(3)「安全保障技術研究推進制度」の問題点と民生分野の研 

 究資金の充実の必要性 

(4)大学等の研究機関による審査制度の設置、学協会等によ 

 るガイドライン等の設定の必要性 

(5)科学者コミュニティが社会と共に真摯な議論を続けて行 

 く必要性、日本学術会議の役割 

 

 ＊「声明」と審議のまとめを行なった「報告」とは一体 
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 日本学術会議が1949年に創設され、1950年
に「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを
行わない」旨の声明を、また1967年には同じ文
言を含む「軍事目的のための科学研究を行わない
声明」を発した背景には、科学者コミュニティの
戦争協力への反省と、再び同様の事態が生じるこ
とへの懸念があった。近年、再び学術と軍事が接
近しつつある中、われわれは、大学等の研究機関
における軍事的安全保障研究、すなわち、軍事的
な手段による国家の安全保障にかかわる研究が、
学問の自由及び学術の健全な発展と緊張関係にあ
ることをここに確認し、上記２つの声明を継承す
る。  



①「堅持」か「継承」か？ 

 ＊「継承」は、問題が今につながっている、という含意を 

  よりはっきりさせるもの。つまり、「近年、再び学術と軍 

  事が接近しつつある」という今日の現実を踏まえた発展的 

  継承。←→ 両声明時からの状況の変化についての異なる見解 

          ・自衛隊は国民から支持されており、自衛のための装   

           備開発は認められる 

          ・戦前と異なり、今の日本は民主的 

②憲法9条（戦争の放棄）と憲法23条（学問の自由） 

 ＊科学者コミュニティーに固有の視点として重視すべきなの 

  は、歴史的経験を踏まえた、「学問の自由及び学術の健全 

  な発展」と「軍事的安全保障研究」との緊張関係に対する 

  自覚。 

 ＊9条をめぐる状況認識と評価は重要な問題であるが、それ 

  についての判断から「軍事的安全保障」に対する態度が自 

  動的に導かれるわけでは必ずしもない。 
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③「軍事的安全保障研究」という新しい概念 

 ＝「軍事的な手段による国家の安全保障にかかわる研究」 

 ＊「軍事」「軍事研究」という表現を使うべきではない 

   という意見に対する応答として、問題を直視するため 

   に「軍事」とはっきり言う。 

 ＊「人間の安全保障」など「安全保障」概念の多義性に 

   対して、意味を限定。 

    ⇒ いわゆる「軍事研究」と同義と考えてよい 
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  科学者コミュニティが追求すべきは、何より

も学術の健全な発展であり、それを通じて社会

からの負託に応えることである。学術研究がと

りわけ政治権力によって制約されたり動員され

たりすることがあるという歴史的な経験をふま

えて、研究の自主性・自律性、そして特に研究

成果の公開性が担保されなければならない。し

かるに、軍事的安全保障研究では、研究の期間

内及び期間後に、研究の方向性や秘密性の保持

をめぐって、政府による研究者の活動への介入

が強まる懸念がある。  
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①「軍事的安全保障研究」とは何を指すか？ 

 ア）軍事利用を直接に研究目的とする研究 

 イ）研究資金の出所が軍事関連機関である研究 

 ウ）研究成果が軍事的に利用される可能性がある研究、等 

 

  「基礎研究であれば一律に軍事的安全保障研究にはあた 

  らないわけではなく、軍事利用につなげることを目的と 

  する基礎研究は軍事的安全保障研究の一環であると考え 

  られる。」（「報告」案） 

 

 「範囲が広く、どこまで含まれるか判断が特に難しいのは 

 ウ）のカテゴリーであり、慎重な対応が求められる。」 
 （「報告」案） 
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研究の性格についての整理 

                  

                        Use inspired 
 

                      Pasteur              Edison 
      
     

         Basic                        Applied 
 
                
 

                       Bohr  
 

                              Fundamental  

                understanding 

 
＊基礎研究だから応用（軍事研究）とは無縁、とは言えない 
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モデル 



アメリカにおける研究資金と成果の公開性 
 

                  

                                Fundamental Research 
 
        

                     
    

        

        
 
 

  軍事関係機関              非軍事関係機関 
  からの研究資金             からの研究資金 
                                  
         

        

 
 
 
 
 

                                   Restricted Research 
 

                               

 

＊大学ごとのポリシー 
  研究成果の公表を最優先して、原則として受け入れない（Stanford）    
  制限つき研究は大学構外の研究所等で行なう（MIT） 
  制限つきの研究も受け入れるが、管理を徹底する（Virginia Tech.）           
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成果の自由な公開 

成果の公開の制限 

基礎研究も 
応用研究も含む 



②「学術の健全な発展」のための「研究の自主性・自律性」 

 とくに「研究成果の公開性」にとっての「軍事的安全保障 

 研究」の問題性 

  ＊秘密保持を本性とする〈軍事〉と公開性を本性とする 

   〈学術〉とのあいだの緊張関係についての認識が基本 

 

  「軍事的安全保障研究を導入することで、大学等におけ 

  る海外の研究者や留学生等との国際的な共同研究に支障 

  が出ないか、自由で開かれた研究環境や教育環境が維持 

  できるか、学生や若手研究者の進路が限定されないか等 

  の懸念もある。」（「報告」案） 
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③当面の焦点は防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」で 
 あるが、この制度の修正、別の制度の形成、アメリカを含む  

 外国資金による研究など、あらゆる場合に適用されるべき基 

 本的な考え方を示している。 

 

 ＊総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）の動き 

   ・第５期科学技術基本計画（2016.4～） 

     「国家安全保障上の諸課題への対応」 

   ・「政府の科学技術政策において、デュアルユース技術の開発を推進 

    すべきである。こうした観点から、総合科学技術・イノベーション 

    会議との連携を図り、革新的かつ非連続的な技術開発を行う 

    ImPACT〔革新的研究開発推進プログラム〕を拡充・強化するなど 

    の取組みを進めるべきである。」（日本経団連、2015.9.15 ） 

   ・「安全保障の観点から科学技術・イノベーションに関与することを 

    目的として、防衛大臣を当該会議の構成員に追加すること。 」 

    （自由民主党政務調査会、2016.5.19 ） 
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     防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」
（2015年度発足）では、将来の装備開発につ
なげるという明確な目的に沿って公募・審査が
行われ、外部の専門家でなく同庁内部の職員が
研究中の進捗管理を行うなど、政府による研究
への介入が著しく、問題が多い。学術の健全な
発展という見地から、むしろ必要なのは、科学
者の研究の自主性・自律性、研究成果の公開性
が尊重される民生分野の研究資金の一層の充実
である。  



①科学者の自由な創意にもとづく科学研究費（科研費）とは異 

 なる、政府による委託研究としての「安全保障技術研究推進 

 制度」 

  ＊PD（プログラム・ディレクター）、PO（プログラム・ 

   オフィサー）による進捗管理 

  ＊知的財産権保護の観点からの公開の制限 

 

    しかし、委託研究に特徴的なこれらの点だけでは説明 

    できない 

    とくに、PD・POは防衛装備庁の職員 
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②「軍事的安全保障研究」のための制度としての「安全保障技 

 術研究推進制度」 

  ＊「研究者の自由な発想」にもとづく「挑戦的基礎研究」 

   が目的であり、「対象研究を決める際、防衛装備品への 

   応用可能性は評価項目に入れていない。」（平澤安全保 

   障研究技術研究推進委員会委員長、「東京大学新聞」 

   2017.4.4） 

  ＊「今回の研究については、要素技術ということでござい 

   ますので、例えばジグソーパズルのピースの一つについ 

   て要素的に研究していただくというようなものでござい 

   ます。我々が考えている装備品というのは、ジグソーパ 

   ズルの完成版というふうにお考えいただければと思いま 

   すが、ほんの一部についての研究と御理解ください。」 

   （防衛装備庁技術戦略部技術振興官、2017.11.18） 
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  研究成果は、時に科学者の意図を離れて軍事目

的に転用され、攻撃的な目的のためにも使用され

うるため、まずは研究の入り口で研究資金の出所

等に関する慎重な判断が求められる。大学等の各

研究機関は、施設・情報・知的財産等の管理責任

を有し、国内外に開かれた自由な研究・教育環境

を維持する責任を負うことから、軍事的安全保障

研究と見なされる可能性のある研究について、そ

の適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から

技術的・倫理的に審査する制度を設けるべきであ

る。学協会等において、それぞれの学術分野の性

格に応じて、ガイドライン等を設定することも求

められる。    
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①研究の適切性については、科学者本人が判断するだけではな 

 く、大学等の各研究機関等が責任をもって判断すべきである 
  ＊このことを「学問の自由の侵害」と考えるべきではない 

  ＊大学等は「施設・情報・知的財産等の管理責任を有し、 

   国内外に開かれた自由な研究・教育環境を維持する責任 

   を負う」 

 

②審査制度の設計は、各大学等の自治的判断に委ねられる 

  ＊人権・平和・福祉・環境などの普遍的価値やそれぞれの 

   機関の倫理規定等の定める基本的理念との整合性 

  ＊資金の出所等を根拠として類型的に判断するという方法 

   個々の場合に即して判断するという方法 

  ＊「まずは研究の入口で」 

    → 研究の過程と結果については無関心でよい、とい 

      うことではない 
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③学協会等によるガイドライン 

  ＊何が問題になりうるのか、どのように判断すべきかに 

   ついて、 「それぞれの学術分野の性格」に応じて、 

   より具体的に考える必要がある。 

  ＊人文・社会科学も無縁ではない。 

    ・例えば 

      心理学（特殊な状況下での人間心理の研究） 

      社会学（自衛官を対象とする調査） 

      地域研究（中東地域の政治情勢） 
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  研究の適切性をめぐっては、学術的な蓄積にも

とづいて、科学者コミュニティにおいて一定の共

通認識が形成される必要があり、個々の科学者は

もとより、各研究機関、各分野の学協会、そして

科学者コミュニティが社会と共に真摯な議論を続

けて行かなければならない。科学者を代表する機

関としての日本学術会議は、そうした議論に資す

る視点と知見を提供すべく、今後も率先して検討

を進めて行く。     
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いくつかの疑問について 
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「安全保障技術研究推進制度」に対する「廃止」

「禁止」などの態度が不明確ではないか？ 
  

①日本学術会議は政府に対する勧告権も持っており、「廃止」 

 を求めることも、制度上は不可能ではない。 

 

 「〔科学技術基本〕法における『科学技術』の用語を『科学・技術』に 

 改正し、政策が出口志向の研究に偏るという疑念を払拭するとともに、  

 法第1条の『人文科学のみに係るものを除く。 』という規定を削除して 

 人文・社会科学を施策の対象とすることを明らかにし、もって人文・社 

 会科学を含む『科学・技術』全体についての長期的かつ総合的な政策確 

 立の方針を明確にすること」（2010.8.25勧告） 

 

 しかし、日本学術会議（検討委員会）の内部にある多様な見
解を考慮すれば、「廃止」で大方の一致を見ることは困難。 
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「安全保障技術研究推進制度」に対する「廃止」

「禁止」などの態度が不明確ではないか？ 
  

②日本学術会議の見解は、「科学者の代表機関」としての科学 

 者コミュニティーおよび（政府を含む）社会に対するメッセ 

 ージである。その意味は重いが、科学者個人や大学・学協会 

 等に対する強制力をもっているわけではない。 
  ＊日本学術会議が何よりも依拠するのは、科学者としての 

   熟慮にもとづく“議論の力”であって、“法的権限”で 

   はない。 

  ＊大学・学協会等は、日本学術会議のメッセージをどのよ 

   うに受け止めるかについて自主的に判断し、必要があれ 

   ば、その判断について社会的に説明することが期待され 

   る。 
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「安全保障技術研究推進制度」に対する「廃止」

「禁止」などの態度が不明確ではないか？ 
  ③しかし、 「安全保障技術研究推進制度」は 「問題が多い」 

 という「声明」のメッセージは明確である。 

  ＊防衛装備庁の12.22「お知らせ」にもかかわらず、 

   「問題が多い」という評価は変わっていない。 

  ＊「自衛目的」であれば、「攻撃的」でなければ許容され 

   る、という見解は採用されていない。 

     「軍事的安全保障にかかわる技術研究の内部で、自衛目的の技 

      術と攻撃目的の技術とが区別でき、自衛目的の技術研究は認 

      められるとの意見があるが、自衛目的の技術と攻撃目的の技 

      術との区別は困難な場合が多い。」（「報告」案） 

  ＊軍事研究に肯定的なメディアも、そのような理解を前提 

   に「声明」を批判している。 28 



「研究成果が軍事的に利用される可能性がある研究」
はすべていけないのか？ 

①「民生的研究と軍事的安全保障研究との区別が容易でな 

 いのは確かである。それは科学技術につきまとう問題で 

 ある。 」（「報告」案） 

 

②「科学者自身の意図の如何に拘わらず科学の成果が戦争 

 に役立たされる危険性を常に内蔵している。その故に科 

 学者は自らの研究を遂行するに当たって、絶えずこのこ 

 とについて戒心することが要請される。」（67年声明） 

 という意味で、「慎重な対応が求められる」（「報告」 

 案）として注意を喚起している。 
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大学だけが軍事研究をしなければよいのか？ 

異なる立場からの２つの問い 

  ＊大学だけが手を汚さなければよいのか？ 
  ＊大学さえ軍事研究を拒否すれば戦争を防げるのか？ 

 

①「学術の中心」（学校教育法）としての大学が「軍事的安 

 全保障研究」について独自の原則にもとづいて行動するこ 

 とは、「学術の健全な発展」を「通じて社会からの負託に 

 応える社会に対する責任」（「声明」）をはたすゆえんで 

 あり、このことに対する社会の理解と支持を得る必要があ 

 る。 
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大学だけが軍事研究をしなければよいのか？ 

②「このような知的活動を担う科学者は、学問の自由の下に、 

 特定の権威や組織の利害から独立して自らの専門的な判断に 

 より真理を探究するという権利を享受すると共に、専門家と 

 して社会の負託に応える重大な責務を有する。特に、科学活 

 動とその成果が広大で深遠な影響を人類に与える現代におい 

 て、社会は科学者が常に倫理的な判断と行動を為すことを求 

 めている。」（日本学術会議「科学者の行動規範」前文） 

  ＊どのような組織に所属していても、〈科学者〉である以 

   上、このような規範の下に置かれていることに対する自 

   覚が求められる。ただし、現実には、所属する組織の性 

   格に応じた判断をせざるをえないこともあるだろう。 

  ＊日本学術会議はそのような〈科学者〉を想定し、代表し 

   ている。 
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大学だけが軍事研究をしなければよいのか？ 

 ③科学者は、〈軍事〉と〈学術〉との多様で、変化しつつあ 

  る動向に常に注意を払い、「社会と共に真摯な議論」をつ 

  うじて、平和の構築に貢献する必要がある。 

 
  ＊「軍事的安全保障」をめぐる現実のリアルな認識 

  ＊兵器システムにおける科学・技術の役割 

    破壊体＋発射体＋運搬体＋運用体＝軍事的ポテンシャル 

  ＊研究費の多様な流れ 

  ＊以上を踏まえた倫理的判断 
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50年声明・67年声明から前進しているのか？ 

①かつての声明は、それをどう受け止め、生かすかについて 

 は大学・学協会等に委ねられ、日本学術会議としては「出 

 しっぱなし」になっていた。その結果、〈軍事〉と〈学術〉 

 との接近というその後の事態の進行に対応することができて 

 いなかった。 

 

②「2017声明」は、大学等の研究機関と学協会等に具体的 

 な対応を求めるとともに、日本学術会議としても検討を持 

 続することを約束している。 

  その意味で、「声明」は第一歩であり、それが活かされ 

 るかどうかは、各大学等や日本学術会議に対する働きかけ 

 を含め、社会の運動にかかっている。 33 



 

 

 科学者の軍事研究拒否声明 

    三たび確認の重さを思う 

 

            諏訪 兼位      

       （朝日歌壇、2017.4.3） 
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